
甲
府

に
み
ら

れ

る
墓
碑

・
墓
石

の
変

遷

は

じ

め

に

遺
体
を
葬
る
際
、
古
く
は
枕
石
て
い
ど
の
も
の
が
埋
葬
地
に
置
か
れ
る
な
ら

働
呻
Ｓ
翔
一
韓
一
障
醐
嗽
勒
戦
づ
棒
騨
鞠
徹
静
節
塊
ψ
暉
融
諏
味
が
林
紳
帷
嶋

を
ム
シ
ョ
、
サ
ン
マ
イ
と
呼
ん
で
い
る
の
が
古
語
で
あ
る
と
い
う
。　
ハ
カ
は
も

効
漉
螂
嵯
陣
守
錦
聰
嘘
嚇
勲
舗
癬
［
讃
イ曽 ′、
紳
φ
堪
噸
洩
端
碑
華
犠

（
も
胸
“
嘲
輩

に
記
し
た
遺
言
に
、
石
卒
塔
娑
を
立
て
、
弟
子
連
が
来
礼
す
る
標
示
に
せ
よ
と

書
か
れ
た
の
が
墓
標
の
は
じ
ま
り
と
い
う
。
甲
府
市
内
に
所
在
す
る
中
世
の
墓

標
は
支
配
階
級
か
有
力
者
ら
の
限
ら
れ
た
階
層
の
人
々
の
も
の
で
、
多
く
の
部

下
や
親
族
ら
が
死
者
の
霊
を
供
養
す
る
た
め
の
墓
碑
が
多
か
っ
た
。　
一
般
の
人

々
が
遺
骸
を
葬
っ
た
埋
め
墓
は
忘
れ
去
る
考
え
方
か
ら
標
識
は
な
く
、
近
世
に

な
っ
て
か
ら
寺
の
説
教
や
次
に
幕
府
の
寺
檀
制
度
で
遺
骸
尊
重
の
気
風
が
濃
厚

に
な
っ
て
、
時
代
が
下
る
に
し
た
が
っ
て
埋
葬
地
に
墓
石
を
造
立
す
る
こ
と
が

常
識
に
な
っ
た
。
そ
し
て
墓
石
に
財
の
あ
る
も
の
は
豪
華
な
も
の
を
造
り
、
貧

し
き
も
の
は
三
年
忌
、
七
年
忌
を
の
ば
し
て

一
三
年
忌
、　
一
七
年
忌
に
造
立
す

る
よ
う
な
気
風
も
あ
っ
た
。

湯
村
の
塩
沢
寺
の
厄
除
け
地
蔵
堂
の
隣
接
地
に
無
縫
塔
が
三
基

並

ん

で
あ

る
。
中
世
の
石
彫
塔
碑
に
は
供
養
塔
が
多
い
が
、
こ
の
無
縫
塔
は
墓
塔
と
し
て

建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
京
都
の
泉
涌
寺
開
山
不
可
棄
和
尚
が
安
貞
元
年

（
一
三
二
七
）
宋
に
渡
り
示
寂
、
間
も
な
く
泉
涌
寺
開
山
堂
の
中
に
宋
人
の
石

工
の
作
と
伝
え
る
開
山
塔
が
造
立
さ
れ
た
の
が
日
本
の
無
縫
塔
の
は
じ
め
と
い

（
３
）

う
。
ま
た

一
説
と
し
て
唐
の
南
陽
の
忠
国
師
が
自
身
の
没
後
に
何
を
望
む
か
と

天
子
の
代
宗
か
ら
問
わ
れ
た
際
に

「
老
僧
が
た
め
に
箇
の
無
縫
塔
を
作
っ
て
ほ

し
い
」
と
答
え
た
と
い
う
。
禅
宗
で
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る

「
碧
巌
録
」
の
記
文

に
載
る
も
の
で
、
無
縫
塔
と
い
う
名
称
は
こ
の
時
か
ら
現
わ
れ
て
お
り
、
元
来

が
卵
形
で
あ
る
の
で
縫
目
が
な
い
意
味
で
あ
る
。
僧
侶
の
墓
塔
形
式
と
し
て
か

さ
わ
し
い
の
で
創
案
の
禅
宗
は
も
ち
ろ
ん
、
禅
宗
以
外
の
寺
で
も
僧
侶
の
墓
石

に
は
こ
れ
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

無
縫
塔
に
は
単
制
と
重
制
の
二
種
形
が
あ
り
、
塩
沢
寺
の
無
縫
塔
は
三
基
が

並
ん
で
い
る
が
、
い
ず
れ
も
重
制
で
、
右
端
の
も
の
が
県
指
定
文
化
財
で
あ
る

（
写
真
１
）
。
構
造
は
い
ち
ば
ん
下
に
基
礎
の
石
台
、
そ
の
上
に
平
面
六
角
形

の
竿
を
建
て
、
次
に
四
段
葺
蓮
花
弁
を
も
つ
中
台
を
載
せ
、
最
高
部
に
高
さ
五

/Jヽ

沢

秀

之
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二
勤
の
卵
形
の
塔
身
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
塔

（
身
∽
上
か
ら
下
ま
で
の
曲
線
が

力
強
く
、
古
調
を
帯
び
て
い
る
。
竿
の
一
面
に
応
安
（北
朝
）
七
年
全

〓
一七
四
）

の
銘
が
あ
っ
た
が
、
今
は
微
か
で
あ
る
。
な
お
三
基
の
う
ち
中
央
の
無
縫
塔
は

塩
沢
寺
中
娯
の
権
大
僧
都
法
印
全
法
和
尚
の
墓
塔
で
、　
正
録
五
年

（
一
六

四

八
）
、
左
端
の
塔
も
元
禄
年
代
の
基
塔
で
あ
る
。

善
光
寺
の
無
縫
塔

善
光
寺
町
善
光
寺
の
墓
地
に
永
禄

一
〇
年

（
一
五
六

七
）
没
し
た
開
山
光
誉
鏡
空
大
和
尚
以
下
ず
ら
り
二
〇
数
基
歴
代
和
尚
の
無
縫

塔
が
並
ん
で
い
る
が
、
い
ず
れ
も
重
制
の
塔
で
、
こ
の
時
代
に
は
総
高

一
・
五

四

阿
に
及
が
、
長
大
な
も
の
に
変
化
し
た
。

一
連
寺
の
無
縫
塔
　
太
田
町

一
連
寺
に
も
歴
代
住
職
の
無
縫
塔
が
同
様
ず
ら

り
並
ん
で

一
画
を
成
し
て
い
る

（
写
真
２
）
。
工れ
げ
靴
も
単
制
の
造

立

で
あ

る
。
単
制
は
下
部
の
基
礎
、
そ
の
上
に
蓮
弁
の
請
花
、
そ
し
て
す
ぐ
塔
身
と
な

る
単
純
な
積
重
ね
で
あ
る
が
、
塔
身
の
卵
形
を
こ
と
さ
ら
太
く
、
高
く
つ
く
る

傾
向
が
江
戸
期
に
濃
厚
に
な
っ
た
。　
一
蓮
寺
の
ず
ら
り
並
ん
だ
中
で

一
基
を
測

っ
て
み
る
と
宝
永
二
年

（
一
七
〇
五
）
造
立
の
も
の
が
高
さ

一
・
三
九

れ
、
塔

身
の
円
周
二
・
○
○

初
の
大
き
さ
で
あ
る
。
こ
の
江
戸
期
に
は
民
間
で
も
無
縫

塔
造
立
の
風
も
見
え
、
卵
形
の
一
面
を
平
ら
に
し
、
戒
名
を
入
れ
た
も
の
も
あ

とつ
。

ほ
う

き
よ
う

い
ん
　
と
う

宝

盤

印

塔

湯
村

・
塩
沢
寺
に
無
縫
塔
と
並
ん
で
宝
麓
印
塔

一
基
が
あ
る

（写
真
３
）
。

構
造
は
基
礎

・
塔
身

。
笠

・
相
輪
の
積
重
ね
で
あ
る
が
、
相
輪
を
除
け
ば
全
部

方
形
の
四
角
で
あ
る
。
宝
燃
印
塔
は
中
国
の
密
教
の

「
一
切
如
来
心
秘
密
全
身

舎
利
宝
魔
印
陀
羅
尼
経
」
の
教
え
か
ら
来
た
名
称
で
、　
コ
」
の
塔
に

一
香

一
華

を
供
え
礼
拝
供
養
す
れ
ば
災
害
か
ら
免
れ
、
死
後
は
必
ず
極
楽
に
生
れ
る
…
」

と
い
っ
た
功
徳
が
説
か
れ
て
い
る
。

鎌
倉
初
期
か
ら
日
本
各
地
に
造
建
さ
れ
て
来
た
が
、
塩
沢
寺
の
宝
魔
印
塔
は

南
北
朝
時
代
に
造
立
さ
れ
た
安
山
岩
製
で
、
基
礎
の
部
分
が
二
区

に
分

け

ら

こ
う
ざ
ま

れ
、
四
面
に
二
個
ず
つ
格
狭
間
を
彫
り
出
し
て
い
る
。
塔
身
の
高
さ
は
あ
ま
り

高
く
な
く
、
四
方
に
浅
い
薬
研
彫
り
な
が
ら
雄
渾
な
書
体
の
梵
宇

（東

・
西

・

南

・
北
）
を
配
列
し
、
笠
は
階
段
状
に
四
段
、
下
部
に
二
段
を
つ
け
、
笠
屋
根

の
隅
飾
り
突
起
は
四
孤
の
う
ち
二
孤
は
欠
落
、　
一
孤
も
半
ば
削
げ
落
ち
、
完
全

な
の
は
僅
か

一
孤
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
笠
の
上
に
立
つ
相
輪
は
露
盤

・
請
花

の
上
に
九
輪
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
の
上
の
請
花

。
宝
珠
が
欠

落

し

て

お

り
、
塩
沢
寺
宝
藤
印
塔
は
こ
の
よ
う
な
崩
壊
が
り
に
文
化
財
生
命
を
低
め
た
。

一
孤
残
っ
た
隅
飾
り
突
起
を
測
っ
て
見
る
と
、
突
起
先
端
が
僅
か

一
・
一
初
外

に
ひ
ろ
が

っ
て
お
り
、
外
見
上
で
は
ほ
と
ん
ど
直
立
姿
勢
に
切
っ
た
鎌
倉
中
期

の
特
徴
を
感
ぜ
し
め
て
い
る
。

武
田
関
係
の
宝
麓
印
塔
　
古
府
中
町
大
泉
寺
に
武
田
信
虎
の
五
輪
塔
が

コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
囲
い
の
中
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
東
と
西
に
宝
震
印
塔
が
あ

る
が
、
こ
れ
は
信
虎
墓
と
は
別
の
供
養
塔
で
あ
る
。
岩
窪
町
円
光
院
に
は
信
玄

の
妻
三
条
夫
人
の
墓
塔
宝
麓
印
塔
が
あ
り

（
写
真
４
）
、
ま
た
和
田
町
法
泉
寺

に
は
武
田
信
武
が
開
創
し
た
寺
と
し
て
信
武
の
宝
盤
印
塔

（
写
真
５
）
と
勝
頼

の
宝
麓
印
塔
が
あ
る
が
、
信
武

・
勝
頼
ら
は
戦
乱
の
中
で
没
し
て
い
る
の
で
、

後
に
霊
を
ま
つ
っ
た
供
養
塔
で
あ
る
。

三
条
夫
人
は
元
亀
元
年

（
一
五
七
〇
）
甲
府

・
瑯
燭
ケ
崎
館
で
没
し
、
生
前

に
菩
提
寺
と
し
て
石
和
の
古
寺
を
瑯
岡
ケ
崎
館
の
東
に
移
し
、
円
光
院
と
寺
名

を
改
め
た
由
緒
も
あ
る
の
で
、
三
条
夫
人
の
遺
骸
は
没
後
す
ぐ
こ

こ

に
運
ば

れ
、
埋
葬
し
た
の
で
、
明
ら
か
に
墓
塔
で
あ
る
。　
一
方
、
大
泉
寺
は
信
玄
が
父

信
虎
の
菩
提
寺
に
創
立
し
た
が
、
信
玄
の
方
が
先
に
天
正
元
年

（
一
五
七
三
）
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信
濃

・
伊
那
の
駒
場
の
陣
営
で
没
し
、
そ
の
子
勝
頼
は
天
正

一
〇
年

（
一
五
八

二
）
天
目
山
へ
向
う
途
中
の
日
野
で
討
死
、
武
田
家
は
滅
び
た
。
和
四
町
法
泉

寺
に
勝
頼
の
宝
徳
印
塔
が
祀
ら
れ
て
あ
る
。
勝
頼
の
首
級
は
織
田
軍
に
よ
っ
て

京
都
で
晒
さ
れ
た
。
そ
の
残
虐
さ
に
妙
心
寺
住
持
南
化
和
尚
は
織
田
信
長
に
首

級
を
も
ら
い
受
け
て

一
時
、
妙
心
寺
に
葬

っ
た
。
そ
し
て
末
寺
で
あ
る
法
泉
寺

の
快
岳
禅
師
と
謀

っ
て
、
甲
斐

へ
歯
髪
を
持
っ
て
帰
り
埋
葬
し
た
の
が
勝
頼
供

養
の
宝
麓
印
黍
で
あ
る
。
ま
た
武
田
信
武
は
武
田
家
九
世
の
当
主
、
甲
斐
の
国

守
の
時
、
元
徳
二
年

（
一
三
三
〇
）
月
舟
周
勲
禅
師
に
帰
依
し
、
同
師
の
初
祖

で
あ
る
夢
窓
国
師
を
開
山
と
仰
卜
で
法
泉
寺
を
創
立
し
た
。
の
ち
に
足
利
尊
氏

の
殊
遇
を
受
け
、
安
芸
、
若
狭
等
を
管
領
し
、
信
濃
、
尾
張
に
も
領
地
を
持
つ

戦
国
大
名
と
な
っ
た
が
、
尊
氏
没
後
は
勢
力
は
陥
ち
、
晩
年
は
剃
髪
し
、
北
朝

の
延
文
四
年

（
一
三
五
九
）
に
没
し
た
の
で
、
法
泉
寺
に
葬

っ
た
と
記
録
さ
れ

て
い
る
。
別
に
五
輪
塔
が
あ
り
、
宝
麓
印
塔
は
後
に
供
養
の
時
に
造
建
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
信
武

・
勝
頼
の
塔
に
は
相
輪
が
無
く
、
か
わ
り
に
五
輸
塔

の

空

・
風
輪
を
載
せ
て
い
る
が
、
石
彫
美
を
見
苦
し
く
し
て
お
り
、
む
し
ろ
空

・

風
愉
を
除
い
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

諏
訪
頼
重
夫
妻
の
墓
　
東
光
寺
町
東
光
寺
に
風
化
と
崩
壊
の
姿
が
は
げ
し
い

諏
訪
頼
重
の
墓
が
あ
る
。
信
濃
の
諏
訪
領
主
で
あ
っ
た
頼
重
は
天
文

一　
一
年

れ （
↑
哺
脚
荘
｝
陀
制
蹴
却
蜘
取
醐
棘
喋
靭
一
嗣
瑚
勲
勘
］
鯨
効
［
脚
“
判
聞

一 さ

二
年

一
月

一
九
日
没
し
た
。
こ
の
夫
婦
の
宝
臆
印
塔
は
東
光
寺
の

一
画

に
あ

る
。
頼
重
塔
は
高
さ
六
三
初
、
相
輪
は
半
分
欠
落
、
笠
の
隅
飾
り
突
起
も
欠
け
、

た
だ
基
礎
の
格
狭
間
だ
け
は
明
瞭
の
形
で
残
り
、
上
部
の
宝
珠
先
端
形
起
伏
線

が
五
つ
、
室
町
期
の
装
飾
で
あ
る
。　
一
方
、
耐
々
夫
人
塔
は
高
さ

は
や

や
低

く
、
格
狭
間
の
形
は
平
た
く
な
り
、
上
部
の
宝
珠
先
端
形
起
伏
線
が
逆
に
窪
み

か
ら
始
ま
る
特
異
な
形
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
武
田
関
係
宝
僚
印
塔
は
そ
れ
ぞ
れ
時
代
差
の
特
徴
が
隅
飾
り
突
起
に

現
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
先
端
部
が
時
代
を
下
る
に
し
た
が

っ
て
別
記
の
表
の
よ

う
に
開
い
て
い
る
。

次
に
宝
篠
印
塔
の
第
二
の
特
徴
で
あ
る
基
礎
に
彫
ら
れ
た
格
狭
間
に
つ
い
て

は
、
塩
沢
寺
の
塔
は
格
狭
間
の
湾
由
し
た
か
っ
く
ら
し
た
線
が
柔
ら
か
く
表
現

さ
れ
、
上
部
の
宝
珠
先
端
形
に
あ
る
突
起
と
そ
の
下
る
起
伏
線
が
合
わ
せ
て
三

つ

（
鎌
倉
風
格
）
、
ま
た
円
光
院
の
塔
と
大
泉
寺
の
西
の
謬
∽
絡
撒
粕
は
上
部

の
起
伏
線
が
七
つ
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
縁
取
り
線
の
中
へ
盲
連
子
を
描
き
飾

つ
て
お
り
、
そ
の
連
子
数
は
大
泉
寺
塔
の
方
が
少
な
く
、
飾
り
方
に
時
代
差
が

見
え
る
。贖

獲

獲

鍍

峻

暖

曖

五

　

輪

　

塔

五
輪
塔
は
仏
教
の
五
大
思
想
で
あ
る
地

・
水

。
火

・
風

・
空
の
宇
宙
観
を
表

す
も
の
を
石
造
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
五
輪
塔
の
形
に
現
わ
し
た
の
は

中
国
の
線
図
、
印
度
の
卒
塔
婆
な
ど
を
も
っ
て
起
源
説
が
出
て
い
る
が
、
日
本

で
も
舎
利

（
骨
片
）
を
入
れ
る
宝
塔
形
に
、
基
礎
と
宝
珠
を
加
え
た
も
の

（
川

勝
政
太
郎
）
、
ま
た
大
日
如
来
の
座
っ
た
形
か
ら
五
輪
塔
が
生
れ
た
と
い
う
説

塩沢寺の塔

円光院の塔

爾々夫人の塔

大泉寺西の塔

法泉寺信武塔

大泉寺東の塔

法泉寺勝頼塔
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（藪
田
嘉

一
郎
）
な
ど
が
あ
る
。

鎌
倉
期
で
は
五
輪
の
各
輪
に

「
キ
ャ
・
力
・
ラ
・
ズ

・
ア
」
の
梵
字
が
刻
ま

れ
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
こ
れ
が
上
か
ら

「
空

・
風

・
火

・
水

・
地
」
と
日
本

文
字
と
な
り
、
こ
の
ほ
か

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
や

「
妙
法
蓮
華
経
」
の
文
字
を

各
輪
に
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
五
輪
が
大
日
如
来
を
本
尊
と
し
て
供

養
塔
と
し
て
発
展
し
て
き
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

武
田
義
信
の
墓
塔
　
武
田
義
信
は
信
玄
の
長
子

（
母
は
三
条
夫
人
）
で
あ
る

が
、
妻
に
駿
河
の
今
川
義
元
の
娘
を
め
と
っ
た
関
係
か
ら
の
ち
に
武
田

。
今
川

両
家
の
戦
国
期
の
勢
力

・
領
土
争
奪
の
拮
抗
の
間
に
、
義
信
の
謀
反
説
も
あ
っ

て
、
永
禄
八
年
信
玄
は
義
信
を
幽
閉
し
た
。
そ
し
て
同

一
〇
年

（
一
五
六
七
）

死
去
し
た
の
で
、
遺
骸
は
東
光
寺
に
葬
っ
た
。
東
光
寺
基
地
に
そ
の
五
輪
塔
が

諏
訪
頼
重
の
墓
の
そ
ば
に
造
建
さ
れ
て
あ
る
。
五
輪
の
各
輸
に

「
キ
ャ
・
力
・

ラ
・
バ

・
ア
」
の
梵
字
が
刻
ま
れ
て
お
り
、
総
高
八
七
働
、
火
輪
中
央
部
の
軒

先
厚
み
五
勁
に
対
し
、
左
右
の
軒
の
厚
み
は
の
び
て

一
〇

例
と
な
り
、
緩
い
反

り
と
な
っ
て
い
る
。
水
輪
は
や
や
平
た
く
、
地
輸
は
縦
長
で
、
室
町
期
の
作
と

見
ら
れ
る
。

大
泉
寺
の
信
虎
の
塔
　
甲
府
市
内
に
存
在
す
る
五
輪
塔
の
大
き
い
方
の
部
類

に
属
す
る
が
、
上
部
の
空
風
輸
が
欠
落
し
、
か
わ
り
に
宝
医
印
塔
の
相
輪
を
載

せ
て
お
り
、
山
梨
県
史
跡
指
定
標
識
板
に
も
数
年
前
の
修
理
の
時
に
相
輪
を
す

え
て
い
た
こ
と
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
。
文
化
財
価
値
を
低
下
し
た
姿
で
あ
る
。

地
輪
か
ら
火
輪
ま
で
の
高
さ
は
八
三
初
で
、
空

・
風
輪
を
載
せ
た
高
さ
を
推
定

す
る
と

一
″
以
上
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
地
輪
は
長
方
形
の
縦
長
で

四
方
各
面
は
無
地
型
、
水
輪
は
高
さ
二
六
∽
、
直
径

（
推
計
）
三
六
翻
、
豊
か

な
円
の
張
り
が
見
え
、
火
輪
の
軒
先
中
心
部
の
厚
み
六
切
に
対
し
両
端
軒
先
は

七

・
五
勤
の
僅
か
な
反
り
と
な
っ
て
お
り
、
鎌
倉
末
期
の
風
格
が
み
え
る
。
信

虎
は
信
玄
の
天
支

一
〇
年

（
一
五
四

一
）
の
自
立
に
よ
っ
て
、
駿
河
の
今
川
義

元
を
頼
っ
て
退
隠
、そ
の
後
諸
国
を
放
浪
し
て
暮
ら
し
、天
正
三
年
盆

五
七
四
）

二
月
五
日
信
玄
死
後
の
翌
年
に
信
濃
の
高
速
で
病
没
し
た
。
大
泉
寺
は
生
前
に

信
玄
が
菩
提
寺
と
し
て
創
立
し
て
い
た
の
で
、
こ
こ
に
葬
ら
れ
た
。

逍
通
院
の
五
輸
塔
　
桜
井
町
に
信
玄
の
弟
信
廉

（
逍
進
軒
）
が
開
基
し
た
曹

洞
宗
の
逍
邊
院
が
あ
る
。
同
寺
坑
内
墓
地
の
西
寄
り
に
同
町
久
保
寺
春
雄
氏
方

の
墓
が
あ
り
、
同
家
代
々
の
墓
石
の
並
ん
だ
中
央
に
総
高

一
・
五
二
何
、
上
か

ら
空

。
風

・
火

・
水

。
地
の
文
学
が
表
面
に
刻
ま
れ
、
地
輪
に
は
左
右
両
側
に

銘
支
が
刻
ま
れ
た
五
輪
塔

（
写
真
６
）
が
あ
る
が
、
材
石
が
凝
灰
岩
の
た
め
風

化
に
よ
る
磨
滅
度
が
ひ
ど
く
、
読
み
難
い
中
か
ら
次
の
よ
う
な
文
字
が
解
読
さ

れ
た
。□
□
□
回
□
□
□
□

五
輪

一
基
□
□
者
也

干
時
寛
永
九

壬
申
二
月

一
日
　
施
主
□

在
銘
に
よ
っ
て
江
戸
初
期
の
五
輪
塔
と
確
認
さ
れ
た
。
久
保
寺
家
の
祖
先
は

同
地
の
桜
井
を
所
領
し
、
そ
の
地
名
を
と
っ
て
桜
井
刑
部
少
輔
と
い
う
人
物
で

あ
っ
た
が
、
武
田
信
虎
の
甲
斐
国
統

一
の
政
略
段
階
で
滅
ば
さ
れ
、
信
濃
の
村

上
義
清
を
頼
っ
て
落
ち
の
び
た
が
、
後
に
村
上
義
清
も
信
玄
時
代
の
攻
勢
で
越

後
に
追
わ
れ
た
。
こ
の
時
久
保
寺
家
祖
先
は
討
死
し
た
の
か
判
然
と
せ
ず
、
子

孫
が
信
玄
の
家
臣
に
な
っ
て
再
び
桜
井
村
に
落
着
い
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
。

元
は
桜
井
村
の
奥
地
に
あ
っ
た
墓
碑

。
墓
石
群
を
逍
進
院
に
移
し
た
の
が
現
在

の
大
五
輪
塔
の
ほ
か
十
数
基
で
あ
る
。
五
輪
塔
の
特
徴
は
火
輪
の
軒
先
に
僅
か

の
反
り
に
よ
っ
て
豪
快
な
作
風
を
見
せ
、
水
輪
は
や
や
平
た
い
感
じ

で
あ

る

が
、
水

・
火
輪
と
の
均
衡
を
保
つ
美
し
さ
を
も
っ
て
い
る
。

な
お
久
保
寺
家
墓
地
に
は
石
祠
の
中
に
二
体
の
一
石
五
輪
塔
が
納
め
ら
れ
た
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珍
し
い
夫
婦
像
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

加
藤
光
泰
の
五
輪
塔
　
善
光
寺
町
の
善
光
寺
に
県
史
跡
仮
指
定
と
な
っ
て
い

る
加
藤
光
泰
の
五
輪
塔
が
あ
る
。
安
山
岩
の
建
造
で
黒
々
と
艶
を
持
ち
、
逍
邊

院
の
久
保
寺
家
五
愉
塔
と
同
様
、
空

・
風

・
火
・水
・地
の
文
字
を

一
輸
ず
つ
に

刻
み
、
総
高

一
・
四

一
印
で
、
久
保
寺
家
塔
よ
り
や
や
低
く
、
火
輸
の
高
さ
は

加
藤
五
愉
が
八
勁
高
く
、
軒
の
長
さ
も
長
く
、
ま
た
中
央
部
軒
先
の
厚
み
は
加

藤
五
輪
は
薄
く
、
こ
れ
に
よ
っ
て
両
端
の
軒
の
反
り
は
強
く

ハ
ネ
上
り
、
水
輪

は
円
周
が
三
〇

勁
ほ
ど
加
藤
五
愉
の
方
が
久
保
寺
五
輪
よ
り
の
び
て
お
り
、
そ

れ
だ
け
平
た
い
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
江
戸
中
期
に
入
っ
て
変
り
方

を
示
し
た
。
加
藤
塔
の
地
輪
は
各
四
面
に
縁
取
り
を
行
い
中
を
ほ
り
く
ば
め
、

そ
こ
に
加
藤
光
奉
の
経
歴
が
ほ
り
め
ぐ
ら
せ
て
書
か
れ
て
あ
る
。
甲
斐
国
領
主

で
あ
っ
た
加
藤
光
泰
は
豊
臣
秀
吉
の
命
で
朝
鮮
征
伐
に
出
陣
、
文
禄
二
年

（
一

五
九
三
）
八
月
二
九
日
釜
山
蒲
で
病
没
、
群
臣
ら
が
柩
を
持
ち
帰
り
善
光
寺
に

葬

っ
た
が
、
五
輪
塔
は
子
孫
に
よ
っ
て
元
文
四
年

（
一
七
三
九
）

一
二
月
二
九

日
造
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
文
禄
の
朝
鮮
役
で
、
加
藤
光
泰
の
あ
と
甲
斐
の
領
主
と
な
っ
た
浅
野
長

政
、
幸
長
父
子
は
、
幸
長
が
慶
長
二
年

（
一
五
九
七
）
再
度
の
朝
鮮
役
に
出
陣

し
た
。
こ
の
時
親
族
や
家
臣
ら
多
数
が
戦
死
し
た
。
同
三
年
に
大
泉
寺
で
こ
の

戦
没
者
ら
の
法
要
を
行
い
二
基
の
慰
霊
五
輪
塔
を
造
建
し
た
。
こ
の
二
基
は
す

で
に
江
戸
期
の
平
た
い
水
輪
に
、
薄
い
火
輸
の
軒
反
り
が

ハ
ネ
上
っ
た
五
輪
塔

に
な
っ
て
い
る
。

信
立
寺
開
基
の
五
輪
塔
　
台
石
ま
で
総
高

一
・
五
五
舵
で
、
上
か
ら
妙

・
法

・
連

・
華

。
経
の
日
連
宗
題
目
が

一
宇
ず
つ
刻
ま
れ
て
あ
る
。
開
基
の
日
伝
上

人
は
天
文

一
七
年

（
一
五
四
八
）

一
二
月

一
一
日
に
遷
化
し
て
お
り
、
こ
の
五

輪
塔
は
追
菩
供
養
と
し
て
三
四
世
の
日
清
上
人
が
寛
保
三
年

（
一
七
四
三
）
夏

造
建
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
五
輪
塔
の
か
た
わ
ら
に
信
立
寺
創
立
の
大

旦
那
と
し
て
武
田
信
虎
の
五
輪
塔
が
造
建
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
妙
法
蓮
華
経

の
文
字
を
五
輸
に
刻
み
込
み
、
日
伝
上
人
塔
と
同
じ
く
江
戸
期
の
造
建
で
あ
る
。

こ
の
二
基
が
並
ん
だ
塔
形
を
代
る
が
わ
る
見
比
べ
る
と
（
火
輪
の
軒
反
り
の
相

連
が
著
し
く
違
い
、
造
建
年
は
同
じ
寛
保
三
年
で
も
石
工
は
同

一
人
で
な
く
、

異
っ
た
人
物
が
つ
く
り
上
げ
た
も
の
で
、
作
風
に
そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
る
。

小
五
輪
塔
群
土
中
か
ら
出
現
　
昭
和
五
六
年
九
月
、
甲
府
市
伊
勢
三
丁
目
九

番
地
の
側
濤
工
事
現
場
か
ら
五
輪
塔
七
〇
基
、
宝
蛮
印
塔
六
基
分
が
続
々
と
出

上
し
た
。
こ
こ
は
廃
寺
の
般
舟
院
基
地
の
跡
地
で
あ
っ
た
。
般
舟
院
は
武
田
領

国
時
代
に
一
条
小
山

（現
甲
府
城
跡
）
に
あ
っ
た
時
宗
道
場

一
蓮
寺
三
六
院
の

一
つ
で
あ
っ
た
が
、
甲
府
城
の
築
城
の
時
現
在
の
伊
勢
地
区
に
移
転
し
て
き
て

い
た
。
明
治
初
期
に
廃
寺
に
な
り
、
基
地
の
跡
は
荒
川
の
度
び
重
な
る
氾
濫
で

埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
が
側
滞
工
事
に
よ
っ
て
掘
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
墓
石
の
形
は
古
く
、
お
お
む
ね
南
北
朝
か
ら
江
戸
初
期
に
か
か
る
形
式
の

も
の
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
規
模
は
小
さ
い
な
が
ら
、
か
よ
う
に
大
量
に
出
土

す
る
例
は
な
く
、
市
教
育
委
員
会
で
は
昭
和
六

一
年
三
月
、
廃
般
舟
院
墓
石
群

一
式
と
し
て
市
文
化
財
に
指
定
、
太
田
町

一
運
寺
内
庭
に
整
理
、
保
存
中
で
あ

Ｚや
。板
卒
塔
婆
　
五
輪
塔
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
板
碑
型

一
石
五
輪
塔
な
ど
に
変

遷
し
て
い
っ
た
傾
向
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
形
態
は
板
卒
塔
娑
の
形
に
残
っ
て
現

代
も
葬
儀
の
時
、
回
忌
供
養
の
時
、
た
餓
鬼
会
の
時
な
ど
に
墓
前

へ
捧
げ
ら
れ

て
い
る
。板

　

碑
　
　
系

石
彫
作
品
で
市
内
最
古
の
造
立
銘
を
持
つ
碑
は
塩
沢
寺
地
蔵
堂
の
東
に
あ
る
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大
き
な
板
碑
で
あ
る

（
写
真
７
）
。
貞
和
六
年

（
一
二
五
〇
）
の
在
銘
で
、
貞

和
は
北
朝
年
号
。
そ
の
年
の
正
月
に

「
観
応
」
と
改
元
さ
れ
て
い
る
が
、
改
元

の
事
を
知
ら
ず
に
安
山
岩
に
刻
み
込
ん
で
い
る
の
は
南
北
朝
争
乱
の
時
代
相
を

現
し
た
歴
史
的
碑
で
あ
る
。
高
さ
二
。
一
五
陶
、
幅
○

。
九
五
η
、
上
部
が
山

形
に
尖
り
、
そ
の
三
角
形
の
下
に
横
二
条
の
切
込
線
を
造
っ
た
の
が
板
碑
の
特

徴
で
あ
る
。
切
込
線
下
部
は
額
部
が
設
け
ら
れ
身
部
と
の
境
を
な
し
て
い
る
。

身
部
は
長
方
形
で
、
上
方
中
央
部
に
梵
字
で
大
き
く
弥
陀
種
子

（
キ
リ
ー
ク
）

が
刻
ま
れ
、
そ
の
下
部
に
造
立
趣
旨
、
年
紀
、
願
主
等
が
刻
ま
れ
、
左
側
面
に

は
大
工
銘
が
あ
っ
た
が
今
は

「
大
工
」
と
の
み
で
欠
失
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
碑
は
昭
和

一
二
年
の
頃
ま
で
文
化
財
保
護
の
旧
法
で
あ
る
史
跡
名
勝
天

然
記
念
物
法
に
よ
っ
て
単
に

「
古
碑
」
と
し
て
山
梨
県
指
定
と
な
っ
て
い
た
が

植
松
又
次
氏
（山
梨
郷
土
研
究
会
理
事
長
）が
小
学
校
教
師
の
頃
、
碑
の
足
部
を

掘
り
埋
も
れ
た
文
字
を
解
読
し
た
結
果
、

「
当
荘
本
主
」
の
三
年
忌
に
当
り
、

結
集
し
た
講
が
造
立
団
体
と
な
っ
て
供
養
の
板
碑
を
立
て
た
こ
と
が
切
ら
か
と

な
っ
た
い
う
逸
話
が
あ
っ
た
。
貞
和
六
年
の
頃
は
湯
村
付
近
は
志
麻
庄
、
福
田

庄
、
小
松
庄
な
ど
が
入
り
組
ん
で
い
た
所
と
て
、
ど
こ
の

「
当
荘
本
主
」
か
、

そ
れ
は
誰
か
は
判
ら
ぬ
に
し
て
も
南
北
朝
時
代
の
歴
史
を
伝
え
、
ま
た
雄
淳
な

薬
研
彫
り
で
弥
陀
種
子
を
刻
し
、
新
興
仏
教
の
弥
陀
信
仰
を
現
し
た
鎌
倉
末
期

の
遺
構
を
伝
え
る
板
碑
で
あ
る
。

板
碑
型

一
石
五
輸
塔
　
江
戸
時
代
に
町
年
寄
を
つ
と
め
た

日
記

「
坂

田
文

書
」
で
知
ら
れ
る
大
和
町
坂
国
家
の
墓
が
中
央
三
丁
目
瑞
泉
寺
に
あ
る
。
坂
田

家
初
代
と
二
代
の
基
碑
二
基
は
甲
府
戦
災
の
時
例
れ
て
割
れ
た
の
を
補
修
し
、

今
は
石
造
箱
型
の
中
に
立
っ
て
い
る

（写
真
８
・９
）。
初
代
源
右
工
門
は
天
Ｉ

一
一
年

（
一
五
八
三
）
に
死
亡
、
そ
の
夫
人
は
元
和
六
年

（
一
六
二
〇
）
に
死

去
し
た
こ
と
が
塔
の
両
側
に
彫
ら
れ
て
あ
る
の
で
遅
く
も
七
年
忌
あ
た
り
に
造

立
し
た
と
推
定
す
れ
ば
寛
永
四
年

（
一
六
二
七
）
で
あ
る
。
も
う

一
基
坂
国
家

二
代
の
与
市
左
工
円
塔
は
同
様
夫
婦
の
碑
で
、
こ
の
塔
も
寛
永
時
代
に
入
っ
て

の
造
立
と
推
定
さ
れ
る
。
板
碑
型

一
石
五
輪
塔
は
背
部
は
自
然
石
の
荒
削
り
で

あ
る
が
、
表
は
平
面
と
し
、
上
部
山
形
の
尖
り
と
、
そ
の
三
角
形
の
下
に
二
木

の
切
込
線
を
彫
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
は
板
碑
と
変
ら
な
い
。
そ
し
て
長
方
形
身
郡

の
上
部
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
念
仏
称
号
を
記
し
、
左
右
に
死
者
夫
婦
戒
名
、
死

没
年
月
日
、
下
部
中
央
を
彫
り
く
ば
め
、
そ
の
中
に
一
石
五
輪
を
浮
彫
し
て
板

碑
と
五
輪
塔
を
巧
妙
に
調
和
さ
せ
て
い
る
。
坂
田
家
初
代
塔
は
高
さ

一
。
三
六

れ
、
二
代
塔
は
上
部
山
形
と
切
込
線
の
板
碑
型
特
徴
が
な
く
な
り
、
五
輪
形
態

は
初
代
の
も
の
よ
り
写
実
的
な
変
化
を
見
せ
て
い
る
。

瑞
泉
寺
に
は
も
う

一
基
、
内
藤
家
基
地
に
一
石
五
輸
塔
が
あ
る
。
高
さ

一
・

七
二
陶
、
幅
○

・
五
四

箆
、
石
の
厚
み
○

・
三
二
陶
で
、
上
部
に
山
形
の
尖
り

の
板
碑
型
を
、
縁
と
り
式
に
彫
り
く
ば
め
た
と
こ
ろ
は
装
飾
的
に
変
化
し
て
い

る
。
中
央
に
南
無
阿
弥
陀
仏
の
称
号
、
そ
の
下
に
五
輪
塔
を
浮
彫
り
に
し
た
と

こ
ろ
は
板
田
家
塔
と
同
じ
で
、
ま
た
火
輪
の
軒
先
を
逆
三
角
に
し
た
点
も
、
坂

国
家
初
代
塔
と
似
た
形
で
あ
る
。
身
部
に
彫
ら
れ
た
死
者
の
命
日
で
あ
る
寛
永

五
年

（
一
六
二
八
）
か
ら
推
定
す
る
と
、
造
立
は
坂
田
家
塔
よ
り
や
や
下
っ
た

時
代
で
あ
ろ
う
。

乙
黒
家
墓
地
に

一
石
五
輪
塔
三
基
　
上
飯
田
の
延
寿
寺
は
日
蓮
宗
で
あ
る
の

で
、
旧
家
の
乙
黒
家
の
一
石
五
愉
塔
三
基
に
は
妙
法
蓮
華
経
の
題

目
称

号
が

五
輪
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
右
寄
り
に
第

一
基

（写
真
１０
）
は
延
宝
五
年

（
一
六

七
七
）
、
次
の
第
二
基
は
天
和
三
年

（
一
六
八
三
）
、
第
二
基
は
元
禄

一
一
年

（
一
六
九
八
）
と
葬

っ
た
死
者
の
命
日
が
刻
ん
で
あ
り
、
造
立
が
七
回
忌
頃
と

す
れ
ば
い
ず
れ
も
江
戸
中
期
の
板
碑
型

一
石
五
輪
塔
の
終
り
を
告
げ
た
頃
の
も

の
で
あ
る
。
板
碑
型
が
僅
か
に
残
る
の
は
頭
部
の
山
形
の
三
角
形
の
み
で
、
二

本
の
切
込
線
は
消
え
、
こ
の
か
わ
り
に
切
込
線
を
湾
曲
に
変
化
さ
せ
て
縁
取
り

線
と
な
し
、
や
わ
ら
か
味
を
出
し
て
い
る
。
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祠

形

基

碑

磯
部
家
の
屋
敷
墓
　
国
玉
町
の
磯
部
家
は
代
々
当
主
が
玉
諸
神
社
の
神
主
を

い
よ

り

続
け
て
来
た
家
柄
で
あ
る
。
国
玉
町
飯
寄

（小
字
名
）
に
磯
部
家
の
神
官
を
継

い
で
き
た
男
性
ば
か
り
の
墓
地
が
あ
る

（
写
真
１１
）
。
夫
人
や
子
女
の
墓
は
女

墓
と
い
い
、
共
同
墓
地
の
奥
の
一
画
に

一
〇
数
基
の
墓
碑
が
並
ん
で
い
る
。
夫

人
の
墓
碑
に
は
□
□
氏
と
生
家
の
姓
が
石
祠
に
彫
ら
れ
て
い
る
点
は
嫁
い
で
来

て
も
実
家
の
姓
を
名
乗
る
と
い
う
武
家
の
家
風
と
同
じ
で
あ
る
が
、
男
女
別
々

に
葬
る
こ
と
は
磯
部
家
の
神
に
使
え
る
巌
格
さ
か
ら
き
て
お
り
、
共
同
墓
地
も

国
玉
町
の
東
隣
接
地
上
阿
原
町
分
に
あ
る
が
、
国
玉
町
全
体
は
玉
諸
神
社
の
神

域
で
あ
る
と
し
て
隣
町
地
域
に
古
く
か
ら
墓
地
を
設
定
し
た
の
は
不
浄
を
き
ら

っ
た
た
め
で
あ
る
。

男
墓
の
神
主
ら
は
神
葬
祭
に
よ
っ
て
埋
葬
さ
れ
、
各
国
回
の
命
と
い
う
神
名

が
賭
ら
れ
て
石
祠
に
ま
つ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
神
主
屋
敷
の
う
ち
の
元
は
畑

に
な
っ
て
い
た
所
で
、
い
わ
ゆ
る
別
所

（
屋
敷
墓
）
の
形
態
を
た

ど

っ
て
き

た
。

「
磯
部
家
系
譜
」

一
巻
に
よ
る
と
、
建
武
年
中

（
一
三
三
四
十
五
）
武
田

信
武
の
弟
、
武
田
七
郎
信
政
の
子
、
武
田
三
郎
が
磯
部
蔵
人
保
成
の
娘
と
結
婚

し
、
養
父
の
神
官
を
継
い
だ
が
、
武
田
姓
を
名
乗
っ
た
ま
ま
の
時
代
が
あ
り
、

磯
部
姓
に
な
っ
た
の
は
武
田
勝
頼
が
滅
亡
後
の
二
郎
三
郎
正
元
の
時
代
で
、
正

元
を
磯
部
家
初
代
と
し
て
い
る
。
そ
の
正
元
は
寛
永
七
年

（
一
六
三
〇
）
に
没

し
、
そ
の
石
祠
が
屋
敷
墓
東
寄
り
に
あ
る
。
二
代
の
正
吉
は
貞
享
二
年

（
一
六

八
五
）
に
没
し
、
北
寄
り
に
埋
葬
せ
ら
れ
た
。
三
代
正
盛
は
宝
永
四
年

（
一
七

〇
七
）
に
没
し
、
最
も
南
に
石
祠
に
ま
つ
ら
れ
て
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
第

一
一

代
正
佐
ま
で
石
祠
が

一
行
三
つ
ず
つ
四
通
り
に
並
ぶ
形
と
な
り
、
第

一
一
代
は

昭
和
四
年
に
没
し
て
お
り
、
近
代
の
時
世
で
こ
の
よ
う
に
屋
敷
墓
が
継
続
使
用

さ
れ
存
在
す
る
の
は
珍
し
い
事
実
で
あ
る
。

寺
墓
地
の
石
祠
型
墓
　
石
祠
型
墓
が
現
わ
れ
る
の
は
全
国
的
に
元
禄
時
代
と

い
わ
れ
て
い
る
が
、
甲
府
で
は
磯
部
家
の
寛
永
七
年
の
初
見
に
次
い
で
、
湯
村

の
松
源
寺
基
地
に
寛
文
八
年

（
一
六
六
八
）
と
元
禄

一
三
年

（
一
七
〇
〇
）
の

夫
婦
ら
し
き
石
位
牌
を
中
に
納
め
た
大
き
な
石
祠
が
あ
る

（写
真
１２
）
ｏ
七
日

思
に
建
造
し
た
と
し
て
も
宝
永
四
年

（
一
七
〇
七
）
と
な
る
が
、
笠
の
屋
根
棟

に
打
勤
藤
家
紋
二
つ
を
彫
り
込
み
、
両
側
の
鬼
瓦
に
は
鬼
面
を
浮
彫
り
し
、
軒

に
垂
木
を
施
し
、
台
石
に
も
石
段
を
つ
く
っ
て
登
る
よ
う
に
し
た
神
社
建
造
物

の
形
式
を
功
み
に
石
造
に
し
た
。

同
じ
く
寛
文

一
三
年

（
一
六
七
三
）
に
没
し
た
窪
田
家
の
大
石
祠
が
太
田
町

一
蓮
寺
に
あ
る
。
中
に
信
士
と
大
姉
の
双
体
石
像
が
ま
つ
ら
れ
た
総
高

一
・
三

二
“
と
い
う
大
き
さ
で
あ
る
。
窪
国
家
は
甲
府
城
築
城
前

一
条
町
に
一
蓮
寺
坊

が
あ

つ
た
時
寺
代
官
を
勤
め
た
家
柄
と
伝
え
ら
れ
る
。
石
祠
は
笠

（屋
根
）
と

塔
身
、
台

（基
礎
）
の
三
段
階
の
構
成
で
、
主
と
し
て
笠
に
重
点
を
お
い
て
装

飾
し
て
お
り
、元
禄
を
中
心
と
し
て
華
や
か
な
時
代

へ
基
碑
は
入
っ
て
い
っ
た
。

江
戸
中
期
以
降
の
多
変
化

板
碑
型
の
二
条
の
切
込
線
は
早
く
無
く
な
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
の
後
の
墓
石

の
変
化
を
見
て
い
く
と
、
山
形
の
尖
っ
た
三
角
形
が
残
り
、
宝
珠
型
の
尖
り
の

線
を
そ
れ
に
合
わ
せ
て
二
重
彫
り
縁
と
り
の
大
型
墓
石
が
城
東
二
丁
目
教
安
寺

の
寺
本
家
基
地
に
立
っ
て
い
る

（写
真
１３
）
。
高
さ

一
。
五
〇

れ
、
延
宝
四
年

（
一
六
七
六
）
の
在
銘
で
あ
る
。
上
部
に
梵
字
で
弥
陀
三
尊

（
弥
陀

・
観
音

。

勢
至
）
が
刻
ま
れ
て
い
る
。

ま
た
板
碑
の
二
条
の
切
込
線
を
直
線
で
な
く
、
三
角
の
山
形
の
下

へ
半
円
に

し
て
曲
線
の
や
わ
ら
か
さ
を
出
し
た
も
の
が
多
く
現
わ
れ
た
。
ま
た
頂
上
の
尖

り
型
を
四
角
の
方
柱
状
に
も
っ
て
き
た
も
の
も
あ
る
。
柱
状
石
碑
は
最
も
単
純

に
表
面
に
死
者
戒
名
と
没
年
月
を
記
す
基
標
で
、
庶
民
に
と
っ
て
は
石
碑
代
が

安
価
で
あ
り
、
こ
の
種
の
も
の
は
各
寺
院
の
墓
地
を
に
ぎ
や
か
に
林

立

さ

せ

た
。
こ
の
中
で
円
光
院
平
岡
家
基
地
に
笠
付
柱
状
碑

（
一
名
笠
付
卒
碁
婆
）
を
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つ
く
り
、
墓
の
立
派
さ
を
誇
り
に
し
た
も
の
が
あ
る

（写
真
１４
）
０
笠
に
は
唐

破
風
作
り
を
前
面
に
、
ま
た
三
方
に
つ
け
た
り
し
て
豪
華
な
神
殿
風
に
つ
く
り

上
げ
た
も
の
も
あ
る
。

や
が
て
頂
上
の
尖
り
が
す
た
れ
、
四
角
方
柱
状
の
頂
上
を
お
だ
や
か
に
丸
味

を
つ
け
た
も
の
が
反
射
現
象
の
よ
う
に
現
わ
し
た
も
の
も
あ
る
。
特
に
甲
府
医

学
所
頭
取
宇
佐
美
通
義
の
墓
は
四
角
立
方
体
柱
状
型
で

（
写
真
１５
）
、
石
柱
の

表
面
は
死
者
客
で
あ
る
が
、
周
り
の
三
面
に
死
者
の
経
歴
や
功
績
を
こ
ま
か
く

綴

っ
た
墓
石
で
あ
る
。
こ
う
し
た
学
者
や
医
官
、
文
人
階
級
に
つ
く
ら
れ
た
の

も
江
戸
末
期
の
文
化
の
興
隆
を
よ
く
あ
ら
わ
し
た
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。

高
遠
石
工
の
作
品

岩
窪
町
の
武
田
信
玄
の
遺
骸
を
火
葬
に
し
た
所
に
高
さ

一
。
四
五
阿
の

「
法

性
院
大
僧
上
機
山
信
玄
之
墓
」
と
文
字
も
深
く
彫
ら
れ
た
方
柱
が
四
段
の
基
穂

の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
武
田
信
玄
が
天
正
元
年
信
濃
の
駒
場
の
陣
中
で
没

し
、
遺
骸
を
留
守
役
の
土
屋
右
衛
門
尉
屋
敷
に
運
び
、
こ
こ
で
火
葬
に
し
た
も

の
で
あ
る
。
武
国
家
が
滅
亡
後
、
こ
こ
は
野
草
の
繁
茂
に
ま
か
せ
き
り
で
あ
っ

た
た
め
、
魔
縁
塚
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
を
怪
し
み
、
着
任
し
た
代
官
中
井
清
太

夫
が
掘
り
返
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
信
玄
の
火
葬
場
所
と
判
り
、
安
永
八
年

（
一
七

七
九
）
武
田
家
旧
臣
ら
五
二
名
が
高
遠
の
石
工
ら
を
招
い
て
碑
を
立
て
た
も
の

で
あ
る
。
高
速
石
工
は
優
秀
な
技
術
を
持
ち
、
台
石
に
北
原
与
平
治
、
北
原
源

八
、
同
源
内
の
名
が
彫
ら
れ
て
あ
る
。

高
遠
は
耕
地
が
狭
く
、
四
囲
の
山
に
石
材
が
多
く
産
出
す
る
と
こ
ろ
か
ら
石

彫
技
術
が
発
展
し
た
土
地
で
あ
る
。
近
世
で
は
守
屋
貞
治
と
太
良
兵
衛
の
作
品

（
石
仏
）
が
有
名
に
な
っ
て
お
り
、
甲
府
で
最
初
の
技
術
を
残
し
た
北
原
ら
は

守
屋
の
二
〇
年
前
の
先
人
で
あ
る
。
高
速
の
人
々
が
甲
府

へ
出
稼
ぎ
に
く
る
取

次
所
の
よ
う
な
役
割
を
し
て
い
た
北
原
平
蔵
が
天
保

一
〇
年

（
一
八
三
九
）
島

上
条
村

（敷
島
町
）
に
住
ん
で
い
た
記
録
が
高
速
に
残
っ
て
い
る
。

信
玄
の
火
葬
場
碑
建
造
以
降
、
高
遠
石
工
ら
が
来
甲
し
作
っ
た
作
品
は
明
和

五
年

（
一
七
六
八
）
の
元
紺
屋
町
華
光
院
の
重
制
宝
塔

（
写
真
１６
）
、
天
明
六

年

（
一
七
八
六
）
塩
部
三
丁
目
の
関
屋
地
蔵
像
、
文
化
八
年

（
一
八

一
一
）
上

帯
那
の
子
安
地
蔵
像
、
文
化
八
年

（
一
八

一
一
）
湯
村
の
湯
谷
神
社
常
夜
灯
、

嘉
永
元
年

（
一
八
四
八
）
の
桜
井
町
逍
注
院
の
重
制
宝
塔
が
あ
る
。
こ
の
う
ち

目
立
っ
た
作
品
は
華
光
院
の
高
さ
四

陶
の
宝
塔
、
逍
邊
院
の
六
胞
に
お
よ
が
大

宝
塔
で
あ
り
、
こ
れ
は
甲
府
の
誇
り
得
べ
き
石
彫
美
術
品
で
あ
ろ
う
。

近
代

の
墓

石
型

戦
災
後
著
し
く
墓
石

・
供
養
塔
類
は
変
容
し
た
。
五
崎
型

（
復
古
調
風
や
笠

を
薄
く
し
た
新
型
）
、
舟
型

（
仏
像
の
光
背
型
）
、
笠
付
型
、
上
部
の
将
棋
駒

型
、
柱
状
型
、
箱
型

（箱
の
蓋
状
）
、
丸
彫
型

（
像
容
の
全
体
像
を
刻
む
）
、自

然
石
型
等
さ
ま
ざ
ま
に
変
っ
た
。
趣
向

。
信
仰
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
。

注（１
）
柳
田
国
男
編

「
葬
送
習
俗
語
彙
」
昭
和

一
二
年
民
間

伝
承

の
会

発

行
。

「
先
祖
の
話
」
定
木
柳
田
国
男
集
第

一
〇
巻
　
昭
和
三
七
年
筑
撃

書
一房
発
行

（
２
）
庚
申
懇
話
会
共
著

「
石
仏
研
究

ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
」
昭
和
六
〇
年
離
山

閣
発
行

（
３
）
川
勝
政
太
郎
著

「
新
版
　
石
造
美
術
」
昭
和
五
六
年
誠
文
堂
新
光
社

発
行

（
４
）
山
梨
県
教
育
委
員
会
編

「
県
指
定
　
山
梨
県
の
文
化
財
　
改
訂
第
三

集
」
昭
和
五
七
年
発
行

（
５
）
庚
申
懇
話
会
編

「
日
本
石
仏
事
典
　
第
二
版
」
昭
和
六
〇
年
雄
山
間

発
行

（
市
え
編
さ
ん
専
門
委
員
）
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(2)― 蓮キの代々住職等の単制無縫塔

甲府市大田町

(1)塩沢寺の重制無縫塔

在銘 応安 7年 (1374)、 総高130Cm、
塔身高52cm。 湯村三丁目17-2

(3)塩沢寺の宝盛印塔
銘はないが推定鎌倉期、高さ 130 Cm、

笠の長さ57Cm、 塔身各面27cn。 湯村三

丁目17-2

(4)円光院の宝医印塔
武田晴信室三条氏墓、元亀元年 (1570)
死没、死後造立、総高 139 cm。 岩窪町
500番地



(5,法 泉寺の武田信武の墓

宝医印塔に風空輪を載せたのは誤 り。

甲府市和田町

(7)塩沢寺の弥陀種子板碑

在銘 貞和 6年 (1350)、 高さ215Cm
幅93cm、 県指定文化財。

湯村三丁目17-2

(6)逍進院の五輪塔

在銘 寛永 9年 (1632)、 総高152cm。
桜井町999

(8)瑞泉寺の板碑型一石五輪塔

坂田家墓、在銘 天正11年 (1583)、
高さ136cm、 幅47cm。 中央三丁目7
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綾

雄

．

(91瑞泉寺の板碑型一石五輪塔

坂国家墓、左銘 慶長 ■年 (1606)、
高さ124Cm、 幅47cm。 中央三丁目 7

1ウ国玉町磯部家の屋敷墓 (男性墓)

甲府市国玉町飯寄

10板碑型一石五輪塔
乙黒家墓、右より第一基在銘 延宝 5
年 (1677)、 高さ121cm、 幅41cm、 厚さ

16cm。 飯田五丁目延寿寺

(0松源寺の江戸期の石祠墓碑

高さ68cm、 中に寛文 8年 (1668)。 元
禄13年 (1700)の 位牌を納める。湯村

二丁目
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40円光院の笠付墓石

平岡家夫婦墓。岩窪町500

99板碑型墓石
寺本家墓、左銘 延宝 4年 (1676)、 高
さ150Cm、 幅55Cm。 城東二丁目教安寺

t9教安寺の四角立方体型墓碑
在銘 宝暦 13年 (1763)、 高さ73cm
幅32Cm。 城東二丁目8

10華光院の重制宝塔
在銘 明和 5年 (1768)、 高さ425Cm。
元紺屋町33


